
授業料等減免制度（多子世帯支援および理工農系支援を含む）申請方法 

 

『進学届』（インターネット入力）にて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［減免額］ 

区分 授業料等減免（年額） 入学金減免（年額） 

第Ⅰ区分 700,000 円 200,000 円 

第Ⅱ区分 第Ⅰ区分の 2/3 第Ⅰ区分の 2/3 

第Ⅲ区分 第Ⅰ区分の 1/3 第Ⅰ区分の 1/3 

第Ⅳ区分（理工農系） 233,400 円 66,700 円 

多子世帯 700,000 円 200,000 円 

・理工農系は人間情報学科・創造表現学科・建築学科が対象になります。 

・入学金は春に申請した新入生のみ対象です。 

・授業料等減免の支援のみ受けている場合も、在籍報告、適格認定（家計）、適格認定（学業）の

対象となります。 

 

 

 

この表示があり『進学届』等の手続きを完了した学生は授業料等減免制度を申請し

たものとみなされます。 

ただし、採用の支援区分より給付奨学金と授業料等減免のそれぞれの支援額が異な

ります。 

減免額の詳細は以下の表でご確認ください。 


